[bookmark: _k4e47yoriy8m]ソースコード利用許諾契約書

株式会社●●（以下「甲」という。）と株式会社●●（以下「乙」という。）は、甲が保有するソースコードの利用許諾について、次のとおりソースコード利用許諾契約（以下「本契約」という。）を締結する。

[bookmark: _mr5755wyyif2]第1条（目的）
本契約は、甲が保有するソフトウェアのソースコードについて、乙に対し一定の範囲で利用を許諾し、その利用条件、知的財産権の帰属その他必要な事項を定めることを目的とする。

[bookmark: _elg1hiblifel]第2条（定義）
本契約において使用する用語の定義は、次の各号のとおりとする。
（1）「ソースコード」とは、プログラムを人が理解し編集可能な形式で記述したコード、コメント、ライブラリ、設定ファイル、ビルドスクリプトその他関連資料をいう。
（2）「対象ソフトウェア」とは、本契約に基づき甲が乙へ利用を許諾するソースコード及び関連資料をいう。
（3）「成果物」とは、対象ソフトウェアを利用、修正、改変又は組み込むことにより乙が作成したプログラム、システム、アプリケーションその他一切の成果をいう。
（4）「利用」とは、閲覧、複製、実行、解析、保守、改変、コンパイル、デバッグその他本契約により認められる行為をいう。

[bookmark: _fdn7fna3nh0q]第3条（利用許諾）
1．甲は乙に対し、本契約に定める条件に従い、対象ソフトウェアを利用する非独占的な利用権を許諾する。
2．利用目的は次のとおりとする。
（1）保守・運用
（2）障害対応
（3）機能追加
（4）仕様変更
（5）社内利用
（6）その他甲が書面により承認した目的
3．本契約に基づく利用権は譲渡、再許諾その他処分することができない。

[bookmark: _pg0ef0rnjmc1]第4条（利用範囲）
乙は、次の範囲内で対象ソフトウェアを利用することができる。
（1）複製
（2）バックアップ
（3）必要最小限の改変
（4）バグ修正
（5）保守及び運用
（6）対象システムへの組込み
前項に定める範囲を超える利用を行う場合は、事前に甲の書面による承諾を得なければならない。

[bookmark: _rnwic5p3bvef]第5条（禁止事項）
乙は、次の各号の行為を行ってはならない。
（1）第三者への譲渡
（2）第三者への販売
（3）第三者への開示
（4）再配布
（5）再許諾
（6）本契約の目的外利用
（7）甲の知的財産権を侵害する行為
（8）法令又は公序良俗に反する利用

[bookmark: _1u9kp760cba8]第6条（知的財産権）
1．対象ソフトウェアに関する著作権、著作者人格権、特許権その他一切の知的財産権は、甲又は正当な権利者に帰属する。
2．本契約は利用権のみを許諾するものであり、権利の譲渡を意味しない。
3．乙が対象ソフトウェアを改変した場合であっても、原著作物に係る権利は甲に帰属する。
4．改変部分に関する権利帰属については、別途書面で定めるものとする。

[bookmark: _fmngsdcbjfft]第7条（成果物の取扱い）
1．乙は成果物を本契約の目的の範囲で利用することができる。
2．成果物の第三者提供又は販売を行う場合には、事前に甲の書面承諾を得るものとする。
3．成果物の知的財産権の帰属は個別契約において定める。

[bookmark: _aja68iuew9c]第8条（秘密保持）
1．乙は、本契約に関連して知り得たソースコード、仕様書、設計書、技術情報その他一切の秘密情報を第三者へ開示又は漏えいしてはならない。
2．乙は秘密情報を本契約の目的以外に利用してはならない。
3．乙は自己の役員及び従業員のうち必要最小限の者に限り秘密情報を開示することができる。
4．乙は自己の従業員等にも本契約と同等の秘密保持義務を負わせるものとする。

[bookmark: _plu2uhceyg47]第9条（管理義務）
乙は対象ソフトウェアを善良な管理者の注意をもって管理し、不正アクセス、漏えい、紛失、改ざんその他事故防止のため必要な安全管理措置を講じるものとする。

[bookmark: _uexr8a8gyoxx]第10条（保証）
1．甲は対象ソフトウェアについて、完全性、有用性、無瑕疵、特定目的適合性その他一切を保証しない。
2．対象ソフトウェアに不具合が存在する場合であっても、甲は修正義務を負わない。ただし、別途保守契約がある場合はこの限りでない。

[bookmark: _o8cytneme4ca]第11条（第三者権利侵害）
第三者から知的財産権侵害等の請求を受けた場合、乙は速やかに甲へ通知し、双方協議のうえ対応する。

[bookmark: _jh6wnfntfxrr]第12条（利用料）
1．乙は利用許諾料として金●円（消費税別）を支払う。
2．支払方法及び支払期日は個別契約又は請求書による。

[bookmark: _bmw4bibkx48i]第13条（契約期間）
1．本契約の有効期間は契約締結日から●年間とする。
2．期間満了の1か月前までに書面による意思表示がない場合は、更に1年間更新し、以後も同様とする。

[bookmark: _j2ixkbyine8r]第14条（契約終了後の措置）
契約終了時、乙は甲の指示に従い対象ソフトウェア及び複製物を返還又は完全に消去し、その旨を書面で報告するものとする。ただし、法令により保存義務があるものはこの限りでない。

[bookmark: _8wsek28qg6yu]第15条（解除）
甲又は乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合、催告を要せず本契約を解除することができる。
（1）本契約に違反したとき
（2）支払停止又は支払不能となったとき
（3）破産、民事再生その他倒産手続の申立てがあったとき
（4）反社会的勢力との関係が判明したとき
（5）その他契約継続が困難となる重大な事由が生じたとき

[bookmark: _391re9uvxi49]第16条（損害賠償）
当事者は、本契約違反により相手方へ損害を与えた場合、通常かつ直接の損害を賠償する責任を負う。

[bookmark: _4s81309v8laq]第17条（反社会的勢力の排除）
甲及び乙は、自ら及び役員等が反社会的勢力に該当しないことを保証し、将来にわたってもこれを維持する。

[bookmark: _72kpwunspihq]第18条（権利義務の譲渡禁止）
甲及び乙は、相手方の書面による事前承諾なく、本契約上の地位又は権利義務を第三者へ譲渡し、担保提供し、又は承継させてはならない。

[bookmark: _fqn5t0fv04nc]第19条（協議事項）
本契約に定めのない事項又は解釈に疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議し解決する。

[bookmark: _57a1ktthdcrc]第20条（準拠法及び合意管轄）
1．本契約は日本法に準拠する。
2．本契約に関する一切の紛争については、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙各自記名押印のうえ、各1通を保有する。

【甲】
会社名：________________________

所在地：________________________

代表者：________________________

締結日：_______年____月____日

【乙】
会社名：________________________

所在地：________________________

代表者：________________________

締結日：_______年____月____日

